
建築基準法第４３条第２項第２号の規定による許可 

建築審査会包括同意基準に該当しない個別許可を受ける方へ    
         

横浜市建築局市街地建築課許認可担当 
 

 事前相談の結果、道路判定委員会において個別提案基準を適用することがやむを得ないと判断され

た案件については、以下の建築審査会用資料を作成し、提出期限日までに市街地建築課許認可担当に提

出してください。 

以下のフローは最短のスケジュールです。建築審査会の開催日の１～２か月前までには許可申請を

行ってください。各期限における資料提出の状況や図面の内容等により、下記よりも時間を要する可能

性がありますので、なるべく早い段階で相談、資料提出をお願いします。また、必要書類が整わない場

合は、予定していた建築審査会の日程を見送ります。 

なお、以下フローにおける「図面」とは「建築審査会に付議する資料」を指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※必要に応じて追加で図面チェックを行います 
※審査の結果、予定していた許認可準備会議の日程を変更する場合があります 

 
 
 
 
 
※建築審査会開催日の３週間前までに許認可準備会議での図面の確認が必要です 
※許認可準備会議は原則、毎週水曜日に行います 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※建築審査会の同意後から許可までは、２～３週間かかります 
※建築審査会は原則毎月開催ですが、４月及び８月は休会のためご注意ください 

提出物 
□ 図面 １部 

図面一次チェック     許認可準備会議 開催日の ４ 週間前までに提出 

① 図面二次チェック    

② 許可申請 

提出物①     
□ 図面 １部 
 
提出物② 
□ 許可申請書一式  

正副各１部 
 

図面提出          許認可準備会議 開催日の ２ 日前までに提出 
 

提出物      
□ 図面 １部 

許認可準備会議 開催日  令和  年  月  日（ 水 ） 

 

図面最終チェック      建築審査会 開催日の ２ 週間前までに提出 

提出物      
□ 図面 １部 

最終図面提出          建築審査会 開催日の 10 日前までに提出 

建築審査会 開催日  令和  年  月  日（  ） 

 

提出物       建築審査会に付議する図面を提出してください     
□ 図面 ４部 ＋図面データ（メール、ＣＤ-Ｒ等） 

建築審査会に提出する図面を事前にチェックします。 
記載内容は、担当者と調整してください。 

一次チェック後に修正した図面を、建築審査会へ付議できるか 
確認します。 

図面二次チェックまでに誓約書等を含む必要書類一式を 
揃え、許可申請を行ってください。なお、事前整備が必要な
場合は、整備を行ったうえで許可申請をしてください。 
※ 申請手数料 33,000 円 

許認可準備会議で図面を確認するため、二次チェック後に修正した
図面を提出してください。 

許認可準備会議の図面審査で指摘を受けた箇所を修正し、担当者の
図面チェックを受けてください。 

許認可準備会議 開催日の ２ 週間前までに提出 
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